
                                                        別紙 
 

新（改正後） 旧（改正前） 

教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）実施要領 

 

平成２７年５月２１日 初等中等教育局長裁定 

平成２８年１０月４日 一部改正 

平成２９年８月１日  一部改正 

平成３０年８月１６日 一部改正 

平成３１年４月１日  一部改正 

令和２年３月１０日  一部改正 

令和２年３月１６日  一部改正 

令和２年３月２４日  一部改正 

令和２年７月３日   一部改正 

令和３年２月４日   一部改正 

令和３年４月１日   一部改正 

令和４年２月２８日  一部改正 

令和４年４月１８日  一部改正 

令和４年８月２日   一部改正 

令和５年２月１０日  一部改正 

令和５年６月２６日  一部改正 

令和５年１１月１４日 一部改正 

令和５年１２月２２日 一部改正 

令和６年５月９日   一部改正 

 

（通則） 

 

（省略） 

 

１. 事業内容 

 教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）は、次の取組により実施す

る事業とする。 

 

①幼児業幾の質の向上のための緊急環境整備 

 （内容については、別紙１のとおり） 

②認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援 

 （内容については、別紙２のとおり） 

③認定こども園等における業務体制への支援 

 （内容については、別紙３のとおり） 

④幼児教育の質の向上のための ICT 化支援 

 （内容については、別紙４のとおり） 

 

 

 

教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）実施要領 

 

平成２７年５月２１日 初等中等教育局長裁定 

平成２８年１０月４日 一部改正 

平成２９年８月１日  一部改正 

平成３０年８月１６日 一部改正 

平成３１年４月１日  一部改正 

令和２年３月１０日  一部改正 

令和２年３月１６日  一部改正 

令和２年３月２４日  一部改正 

令和２年７月３日   一部改正 

令和３年２月４日   一部改正 

令和３年４月１日   一部改正 

令和４年２月２８日  一部改正 

令和４年４月１８日  一部改正 

令和４年８月２日   一部改正 

令和５年２月１０日  一部改正 

令和５年６月２６日  一部改正 

令和５年１１月１４日 一部改正 

令和５年１２月２２日 一部改正 

 

 

（通則） 

 

（省略） 

 

１. 事業内容 

 教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）は、次の取組により実施す

る事業とする。 

 

①幼児業幾の質の向上のための緊急環境整備 

 （内容については、別紙１のとおり） 

②認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援 

 （内容については、別紙２のとおり） 

③保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援 

 （内容については、別紙３のとおり） 

④認定こども園等における業務体制への支援 

 （内容については、別紙４のとおり） 

⑤園務改善のための ICT 化支援 

 （内容については、別紙５のとおり） 

⑥幼児教育の質の向上のための ICT 化支援 



 

 

２. 交付額の算定方法について 

 ア. ①～④（２.イを除く。）に係る交付金の額については、交付対象経費の１／２以内と

する。なお、交付基準額等については、別紙１～４のとおりとする。 

   ただし、算出された額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも    

  のとする。 

イ. ①の整備を幼稚園が行う場合、交付金の額については、交付対象経費の１／３以内と  

 する。 

  ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも  

  のとする。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 財産処分の制限 

  都道府県及び学校法人等に対してこの交付金を財源の一部として補助金を交付する場合

には、教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）交付要綱第 17 条の規

定に準じて、財産処分の制限等に係る条件を附さなければならない。 

 

４、５（省略） 

 

６．留意事項 

 ・上記の各取組間については、こども家庭庁所管の保育対策総合支援事業費補助金による 

支援事業と連携を図ること。 

 ・その他交付金の取扱いに関して必要な事項については別に通知する。 

 

７（省略） 

 

 （省略） 

 

 

 

附則（令和６年５月９日 ６文科初第 436号） 

この要領は、令和６年５月９日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

 （内容については、別紙６のとおり） 

 

２. 交付額の算定方法について 

 ア. ①～⑥（２.イ、ウ、エを除く。）に係る交付金の額については、交付対象経費の１／

２以内とする。なお、交付基準額等については、別紙１～６のとおりとする。 

   ただし、算出された額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも    

  のとする。 

イ．①の整備を幼稚園が行う場合、交付金の額については、交付対象経費の１／３以内と  

 する。 

  ただし、算出された額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも  

  のとする。 

 ウ．①のうち、新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品  

  や備品の購入等及び新型コロナウイルス感染症対策を徹底するために必要なかかり増し 

  経費に係る交付金の額については、公立幼稚園は設置者の事業費（交付対象経費）の１ 

  ／２以内、私立幼稚園は都道府県の事業費（交付対象経費）の１／２以内とする。 

   ただし、算出された額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも 

  のとする。 

 エ．⑤に係る交付金の額については、交付対象経費の３／４以内とする。なお、交付基準 

  額等については、別紙５のとおりとする。 

   ただし、算出された額に 1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるも  

  のとする。 

 

３. 財産処分の制限 

  都道府県及び学校法人等に対してこの交付金を財源の一部として補助金を交付する場合

には、教育支援体制整備事業費交付金（認定こども園設置促進事業）交付要綱第 18 条の規

定に準じて、財産処分の制限等に係る条件を附さなければならない。 

 

４、５（省略） 

 

６．留意事項 

 ・上記の各取組間及び、③保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援については、 

  こども家庭庁所管の保育対策総合支援事業費補助金による支援事業と連携を図ること。 

 ・その他交付金の取扱いに関して必要な事項については別に通知する。 

 

７（省略） 

 

 （省略） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

別紙１ 

幼児教育の質の向上のための緊急環境整備 

 

１（省略） 

 

２ 内容 

（１）内容 

   遊具等環境整備施設における遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の設備整備  

 

 

 

 

（２）実施主体 

   都道府県 

 

（３）事業者 

   学校法人又は社会福祉法人（幼保連携型認定こども園を設置する場合に限る） 

 

 

 

３ 交付基準額・負担割合 

（１）交付基準額 

   １施設当たり  ２，０００千円 

 

 

 

 

 

（２）負担割合 

    ア 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園 

      国１／２  事業者１／２ 

    イ 幼稚園 

      国１／３  事業者２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 

幼児教育の質の向上のための緊急環境整備 

 

１（省略） 

 

２ 内容 

（１）内容 

   ①遊具等環境整備施設における遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の設備整備 

   ②新型コロナウイルス感染症対策を実施するために必要となる保健衛生用品（子供用  

    用マスク、消毒液、空気清浄機等）や備品の購入等及び新型コロナウイルス感染症 

    対策を徹底するために必要なかかり増し経費への対応 

 

（２）実施主体 

   都道府県 

 

（３）事業者 

   ①学校法人又は社会福祉法人（幼保連携型認定こども園を設置する場合に限る） 

   ②都道府県、市町村（特別区を含む）、幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。②につ 

    いて以下同じ。）の設置者 

 

３ 交付基準額・負担割合 

（１）交付基準額 

   ①遊具等環境整備     １施設当たり  ２，０００千円 

   ②保健衛生用品等の購入等及びかかり増し経費 

    （認可定員１９人以下の施設）     １施設当たり  ３００千円 

    （認可定員２０人以上５９人以下の施設）１施設当たり  ４００千円 

    （認可定員６０人以上の施設）     １施設当たり  ５００千円 

 

（２）負担割合 

   ①遊具等環境整備 

    ア 幼保連携型認定こども園及び幼稚園型認定こども園 

      国１／２  事業者１／２ 

    イ 幼稚園 

      国１／３  事業者２／３ 

   ②保健衛生用品等の購入等及びかかり増し経費 

    ア 公立幼稚園 

      設置者の事業費（交付対象経費）のうち、１／２以内を国が負担 

    イ 私立幼稚園 



 

 

４ 対象経費 

遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の教育の質の向上に必要な設備整備に要する 

経費（短期間のうちに消耗する物品や個人の所有に係る物品を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 留意事項 

 ・対象経費にかかる設備整備については、大規模な工事を伴わないものとする。 

 ・「遊具等環境整備施設における遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の設備整備」に 

  ついては、交付決定年度に幼稚園で、交付決定年度の翌年度から幼保連携型認定こども 

園又は幼稚園型認定こども園に移行する場合、国の負担割合を１／２以内として国庫補 

助の対象とすることができる。ただし、実施主体において、認定こども園への移行の確 

認等を適切に行うこと。 

 

 

 

 

 

別紙２ 

認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援 

 

（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      都道府県の事業費（交付対象経費）のうち、１／２以内を国が負担 

 

４ 対象経費 

①遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の教育の質の向上に必要な設備整備に要する 

経費（短期間のうちに消耗する物品や個人の所有に係る物品を除く） 

  ②新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、都道府県や市町村が幼稚園へ配 

   布する保健衛生用品等の一括購入等に要する経費及び幼稚園の設置者による感染防止 

用の備品等の購入に要する経費、並びに、幼稚園の消毒に必要となる経費。また、幼 

稚園が新型コロナウイルス感染症対策の取組を徹底することに伴う業務量の増への対 

応に必要なかかり増し経費（人件費（ただし、預かり保育を実施したことにかかる経 

費に限る）、旅費、需用費、通信費、リース料、研修参加費等） 

   ただし、令和４年度補正予算（第２号）については、前述の経費のうち新型コロナウ 

イルスの感染者や濃厚接触者が発生した幼稚園が、感染症対策の徹底を図りながら保 

育を継続するために必要となる経費に限る。 

 

５ 留意事項 

 ・対象経費にかかる設備整備については、大規模な工事を伴わないものとする。 

 ・「①遊具等環境整備施設における遊具・運動用具・教具・保健衛生用品等の設備整備」に 

  ついては、交付決定年度に幼稚園で、交付決定年度の翌年度から幼保連携型認定こども 

園又は幼稚園型認定こども園に移行する場合、国の負担割合を１／２以内として国庫補 

助の対象とすることができる。ただし、実施主体において、認定こども園への移行の確 

認等を適切に行うこと。 

 

 

 

 

 

別紙２ 

認定こども園等における教育の質の向上のための研修支援 

 

（省略） 

 

 

 

 

別紙３ 

保育教諭確保のための幼稚園教諭免許状取得支援 

 

１ 目的 

   子ども・子育て支援新制度における新たな幼保連携型認定こども園の保育教諭等は、  

  幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有する者とされており、本事業 

は、保育士資格を有する者の幼稚園教諭免許状取得等を支援することにより、子ども・ 

子育て支援新制度の円滑な実施を図ることを目的とする。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３ 

認定こども園等の業務体制への支援 

 

 

１～５（省略） 

 

 

 

 

 

２ 内容 

（１）内容 

  「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（平成 18 

年法律第 77号）第 2 条第 6 項に定める認定こども園（以下「認定こども園」という。） 

並びに認定こども園への移行を予定している施設（以下「認定こども園等」という。） 

に勤務する者について、保育士資格を有する者が幼稚園教諭免許状を取得するために要 

した幼稚園教諭を養成する大学の受講料等及び認定こども園等に勤務する者で幼稚園教 

諭免許状を有する者が保育士資格を取得する際における幼稚園教諭の代替に伴う雇上費 

の補助を行う。 

 

（２）実施主体 

   都道府県、指定都市及び中核市 

 

（３）実施要件 

  ①対象となる施設は、認定こども園等であること。 

  ②対象となる者は次の要件を全て満たすこと。 

   ア 免許取得にかかる受講料等 

  （ア）対象施設に勤務しており、保育士資格を有しているが幼稚園教諭免許状を有し 

ない者（幼稚園教諭免許状を有しない保育士）であり、特例制度の対象者であること。 

  （イ）原則として、交付金の交付年度内に、大学において幼稚園教諭免許状の授与に必 

要な科目の受講を開始していること。 

  （ウ）大学における必要となる科目修得後、幼稚園教諭免許状が授与され、認定こども 

園等において原則１年間以上勤務すること。 

 

   イ 代替幼稚園教諭雇上費 

   こども家庭庁所管の保育対策総合支援事業費補助金における「保育教諭確保のための 

保育士資格取得支援事業」において、認定こども園等に勤務し、保育士資格取得に当た 

っての受講料補助の対象となる幼稚園教諭（以下、「対象幼稚園教諭」という。）の代替 

として、保育対策総合支援事業費補助金における「保育教諭確保のための保育士資格取 

得支援事業」の対象施設（公立を除く）に雇上された幼稚園教諭（以下「代替幼稚園教 

諭」という。）であること。 

 

 

別紙４ 

認定こども園等の業務体制への支援 

 

 

１～５（省略） 

 

 

別紙５ 

園務改善のための ICT化支援 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目的 

  幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。以下同じ。）における園務を改善するため、ICT 

環境の整備を促進し、教職員の事務負担の軽減や教育の質の向上を図ることを目的とする。 

 

２ 内容 

（１）内容 

  幼稚園における教職員の業務負担軽減のため、指導要録等の書類作成業務や園児の登降 

園管理、保護者との連絡、預かり保育、幼児教育・保育の無償化に係る事務等の業務の ICT 

化を促進するとともに、オンラインによる教員研修や保育参観、体験・交流活動の実施、 

保育動画の配信等、ICTの活用による教育の質の向上を図るために必要な費用の補助を行 

う。 

 

（２）実施主体 

   都道府県 

 

（３）事業者 

   市町村（特別区を含む。）、学校法人 

 

（４）対象施設 

   幼稚園（幼稚園型認定こども園を含む。） 

 

３ 交付基準額・負担割合 

（１）交付基準額 

   １施設当たり  １，０００千円 

 

（２）負担割合 

   国 ３／４  事業者 １／４ 

 

４ 対象経費   

園務改善に資する ICT化に必要な情報システムの導入経費、改修費、リース料、保守

費、端末設置や通信環境整備にかかる工事費、通信費等。 

また、園務改善に資する ICT化に当たり最低限必要となるパソコン等の備品、附属品や

消耗品の購入費も対象とする。 

令和４年度当初予算及び令和４年度補正予算（第２号）については、パソコン・タブレ

ット等の備品のみの購入も対象とするが、具体的な使用目的を定めた上で申請するこ

と。 

 

５ 留意事項 

 ・園務改善のために導入する支援システムに搭載する機能は、単に業務の簡略化を図るだ 

けのものではなく、幼稚園教諭や事務職員、保護者等にとって、必要な情報等が具体的に 

把握でき、管理・共有しやすい仕組みになっているなど、教育の質の向上にも配慮されて 

いるものでなければならない。 

 ・ICT 化に当たり必要となるパソコン・タブレット等の備品は、具体的な使用目的や必要 
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性があり、教育の質の向上に資するものでなければならない。 

・対象経費については、当該申請年度にかかる経費とし、リース料や保守費等については、 

原則単年度の契約とすること。（複数年契約をせざるを得ない場合については、按分を行っ 

て当該申請年度に係る経費を算出するなど適切に対象経費を算出すること。） 

 ・すでに導入しているシステムや端末等の保守費、リース料、通信費等については対象と 

ならない。 

・通信環境の整備については、大規模な施設の改修工事を伴わないものとする。 
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